
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
二
件

六
六
八

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

六
六
八

○
県
道
の
路
線
を
変
更
す
る
件

六
六
八

○
道
路
の
区
域
を
決
定
す
る
件

六
六
九

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
五
件

六
六
九

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

六
七
〇

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

六
七
一

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
七
四

告

示

福
島
県
告
示
第
八
百
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま

ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務

部
情
報
管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
福
島
店

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
五
十
番
地
十
七
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま

ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
西
郷
村
商
工

観
光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
西
郷
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
岩
下
十
一
番

地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
西
郷
村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

南
相
馬
市
原
町
区
下
渋
佐
字
赤
沼
二
八
五
の
一
・
二
八
五
の
四
・
二
八
五
の
六
（
以
上
三
筆
国
有

林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
県

道
の
路
線
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県

中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

起

点

整
理
番
号

旧
新
別

路

線

名

重
要
な
経
過
地

終

点

───────────────────────────────────────────────────────────
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〇
一
七

旧

県
道
郡
山
停
車
場

郡
山
停
車
場

線

一
般
国
道
四
号
交
点

（
郡
山
市
大
町
）

新

県
道
郡
山
停
車
場

郡
山
停
車
場

線

一
般
国
道
四
号
交
点

（
須
賀
川
市
滑
川
）

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
郡
山
停

郡
山
市
駅
前
二
丁
目
六
六
番
地
先
か

一
七
・
四
〜

七
、
二
三
六
・
五

車
場
線

ら

八
九
・
一

須
賀
川
市
滑
川
字
十
貫
内
二
番
九
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

一
般
国
道

二
本
松
市
針
道
字
下
幕
ノ

変
更
前

一
六
・
八
〜

七
七
・
〇

三
四
九
号

内
一
番
三
地
先
か
ら

二
一
・
五

同

市
針
道
字
下
幕
ノ

内
八
番
四
地
先
ま
で

変
更
後

一
五
・
五
〜

七
七
・
〇

二
一
・
一

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

一
般
国
道

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田

変
更
前

一
二
・
九
〜

一
六
・
九

二
八
八
号

字
上
野
四
五
番
一
七
地
先

三
三
・
一

か
ら

同

市
富
久
山
町
久
保
田

字
上
野
四
五
番
四
地
先
ま

で郡
山
市
日
和
田
町
字
五
庵

変
更
後

七
・
二
〜

三
、
八
八
四
・
二

三
番
三
地
先
か
ら

六
〇
・
三

同

市
富
久
山
町
久
保
田

字
上
野
四
五
番
四
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
十
八
号

───────────────────────────────────────────────────────────
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
郡
山

郡
山
市
若
葉
町
二
七
二
番

変
更
前

一
八
・
〇
〜

二
三
・
〇

大
越
線

地
先
か
ら

二
一
・
四

同

市
大
町
二
丁
目
七
〇

番
三
地
先
ま
で

郡
山
市
大
町
一
丁
目
三
四

変
更
後

二
三
・
九
〜

七
八
七
・
三

二
番
地
先
か
ら

六
八
・
〇

同

市
大
町
二
丁
目
七
〇

番
三
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
荒
井

郡
山
市
赤
木
町
四
五
番
五

変
更
前

六
・
七
〜

三
八
・
四

郡
山
線

地
先
か
ら

一
一
・
〇

同

市
赤
木
町
五
〇
番
一

地
先
ま
で

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田

変
更
後

一
五
・
一
〜

一
、
一
五
〇
・
三

字
水
神
山
一
二
番
四
地
先

五
三
・
七

か
ら

同

市
赤
木
町
五
〇
番
一

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
甲
塚

い
わ
き
市
平
山
崎
字
悪
戸

変
更
前

九
・
九
〜

六
九
八
・
四

古
墳
線

三
七
番
一
地
先
か
ら

二
三
・
二

同

市
平
南
白
土
字
岡

ノ
内
六
五
番
地
先
ま
で

変
更
後

一
一
・
四
〜

六
九
八
・
四

三
六
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
二
八
八
号

田
村
市
船
引
町
春
山
字
赤
間
田
三
一
番

平
成
二
七
年
一
一
月
二
五
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一
地
先
か
ら

日

同

市
船
引
町
船
引
字
花
木
内
六
八
番

一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
郡
山
停
車
場
線

郡
山
市
駅
前
二
丁
目
六
六
番
地
先
か
ら

平
成
二
七
年
一
一
月
二
四

須
賀
川
市
滑
川
字
十
貫
内
二
番
九
地
先

日

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

院
内
沢

会
津
若
松
市
東
山
町
大
字
石
山
字
院

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

内

唐
沢

同

市
東
山
町
大
字
湯
本
字
上

土
石
流

原

湯
本
沢

同

市
東
山
町
大
字
湯
本
字
上

土
石
流

湯
本

上
湯
本
沢

同

市
東
山
町
大
字
湯
本
字
上

土
石
流

湯
本

入
小
野
沢

同

市
大
戸
町
大
字
高
川
甲

土
石
流

小
谷
原
沢
２

同

市
大
戸
町
小
谷
原

土
石
流

号小
谷
沢

同

市
大
戸
町
小
谷
原

土
石
流

浦
沢

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
気
多
宮
字

土
石
流

宮
ノ
内

坊
ヶ
沢

大
沼
郡
会
津
美
里
町
雀
林
字
二
番
山

土
石
流

下

芦
沢

同

郡
同

町
八
木
沢
字
谷
地

土
石
流

八
木
沢
沢

同

郡
同

町
八
木
沢
字
吉
原

土
石
流

芦
ヶ
沢

同

郡
同

町
八
木
沢
字
的
場

土
石
流

文
田
沢

同

郡
同

町
八
木
沢
字
福
泉

土
石
流

寺

寺
沢

同

郡
同

町
八
木
沢
字
西
田

土
石
流

松
沢

同

郡
同

町
松
沢
字
笹
沢

土
石
流

不
動
前
沢

同

郡
同

町
旭
市
川
字
不
動

土
石
流

前
甲

市
野
沢
２
号

同

郡
同

町
旭
市
川
字
市
野

土
石
流

甲

市
野
沢
３
号

同

郡
同

町
旭
市
川
字
市
野

土
石
流
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甲

藤
川

同

郡
同

町
旭
市
川
字
市
野

土
石
流

甲

大
門
沢

同

郡
同

町
大
石
字
東
左
下

土
石
流

り

西
の
沢

同

郡
同

町
穂
馬
字
八
幡
前

土
石
流

甲

井
戸
入
甲
の

同

郡
同

町
穂
馬
字
井
戸
入

土
石
流

沢

甲

東
の
沢

同

郡
同

町
穂
馬
字
天
国
甲

土
石
流

大
谷
沢

喜
多
方
市
高
郷
町
上
郷
字
前
田
甲

土
石
流

惣
座
沢

同

市
山
都
町
蓬
莱
字
惣
座
沢

土
石
流

川
角
沢

同

市
山
都
町
小
舟
寺
字
家
ノ
廻

土
石
流

洲
谷
沢

同

市
山
都
町
木
幡
字
向
村

土
石
流

花
川

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
磐
梯
字
本
寺
上

土
石
流

中
ノ
沢

同

郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕
養
字
小
水

土
石
流

沢

小
水
沢

同

郡
同

町
大
字
蚕
養
字
小
水

土
石
流

沢

桜
ヶ
岳

伊
達
市
梁
川
町
字
桜
ヶ
岳

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
下

同

市
梁
川
町
五
十
沢
字
宮
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

薬
師
堂

同

市
梁
川
町
白
根
字
薬
師
堂

急
傾
斜
地
の
崩
壊

雨
乞

同

市
保
原
町
富
沢
字
雨
乞

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
山

同

市
保
原
町
富
沢
字
入
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
代

同

市
保
原
町
富
沢
字
田
代

急
傾
斜
地
の
崩
壊

持
葉
沢

喜
多
方
市
岩
月
町
入
田
付
字
持
葉
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

志
賀
山
１
号

同

市
岩
月
町
入
田
付
字
志
賀
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

志
賀
山
２
号

同

市
岩
月
町
入
田
付
字
志
賀
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

広
原

同

市
岩
月
町
入
田
付
字
広
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
楚
々
木

同

市
関
柴
町
下
柴
字
家
ノ
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

美
寄

同

市
山
都
町
一
ノ
木
字
美
寄

急
傾
斜
地
の
崩
壊

堰
畑

同

市
山
都
町
木
幡
字
堰
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
力

同

市
山
都
町
小
舟
寺
字
神
力
甲

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沢
口

同

市
山
都
町
一
ノ
木
字
沢
口
廻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

り
甲

栗
山

同

市
山
都
町
早
稲
谷
字
栗
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

寺
ノ
前

同

市
山
都
町
小
舟
寺
字
寺
ノ
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

甲

撫
木
道

同

市
山
都
町
一
ノ
木
字
沢
口
乙

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

区
域
の
範
囲
及
び

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

現
象
の
種
類

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃
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院
内
沢

会
津
若
松
市
東
山
町
大
字
石
山
字
院

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

内

湯
本
沢

同

市
東
山
町
大
字
湯
本
字
上

土
石
流

湯
本

上
湯
本
沢

同

市
東
山
町
大
字
湯
本
字
上

土
石
流

湯
本

小
谷
原
沢
２

同

市
大
戸
町
小
谷
原

土
石
流

号浦
沢

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
気
多
宮
字

土
石
流

宮
ノ
内

芦
沢

大
沼
郡
会
津
美
里
町
八
木
沢
字
谷
地

土
石
流

八
木
沢
沢

同

郡
同

町
八
木
沢
字
吉
原

土
石
流

芦
ヶ
沢

同

郡
同

町
八
木
沢
字
的
場

土
石
流

文
田
沢

同

郡
同

町
八
木
沢
字
福
泉

土
石
流

寺

寺
沢

同

郡
同

町
八
木
沢
字
西
田

土
石
流

松
沢

同

郡
同

町
松
沢
字
笹
沢

土
石
流

不
動
前
沢

同

郡
同

町
旭
市
川
字
不
動

土
石
流

前
甲

市
野
沢
２
号

同

郡
同

町
旭
市
川
字
市
野

土
石
流

甲

市
野
沢
３
号

同

郡
同

町
旭
市
川
字
市
野

土
石
流

甲

井
戸
入
甲
の

同

郡
同

町
穂
馬
字
井
戸
入

土
石
流

沢

甲

東
の
沢

同

郡
同

町
穂
馬
字
天
国
甲

土
石
流

大
谷
沢

喜
多
方
市
高
郷
町
上
郷
字
前
田
甲

土
石
流

惣
座
沢

同

市
山
都
町
蓬
莱
字
惣
座
沢

土
石
流

洲
谷
沢

同

市
山
都
町
木
幡
字
向
村

土
石
流

中
ノ
沢

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕
養
字
小
水

土
石
流

沢

桜
ヶ
岳

伊
達
市
梁
川
町
字
桜
ヶ
岳

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
下

同

市
梁
川
町
五
十
沢
字
宮
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

薬
師
堂

同

市
梁
川
町
白
根
字
薬
師
堂

急
傾
斜
地
の
崩
壊

雨
乞

同

市
保
原
町
富
沢
字
雨
乞

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
山

同

市
保
原
町
富
沢
字
入
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
代

同

市
保
原
町
富
沢
字
田
代

急
傾
斜
地
の
崩
壊

持
葉
沢

喜
多
方
市
岩
月
町
入
田
付
字
持
葉
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

志
賀
山
１
号

同

市
岩
月
町
入
田
付
字
志
賀
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

志
賀
山
２
号

同

市
岩
月
町
入
田
付
字
志
賀
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

広
原

同

市
岩
月
町
入
田
付
字
広
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
楚
々
木

同

市
関
柴
町
下
柴
字
家
ノ
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

美
寄

同

市
山
都
町
一
ノ
木
字
美
寄

急
傾
斜
地
の
崩
壊

堰
畑

同

市
山
都
町
木
幡
字
堰
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
力

同

市
山
都
町
小
舟
寺
字
神
力
甲

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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沢
口

同

市
山
都
町
一
ノ
木
字
沢
口
廻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

り
甲

栗
山

同

市
山
都
町
早
稲
谷
字
栗
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

寺
ノ
前

同

市
山
都
町
小
舟
寺
字
寺
ノ
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

甲

撫
木
道

同

市
山
都
町
一
ノ
木
字
沢
口
乙

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
砂

防

課
）

公

告

公
告
第
二
百
七
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

母
畑
地
区
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

古
森

博
美

白
河
市
東
上
野
出
島
字
反
町
七
四
番
地

（
農
村
計
画
課
）


